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審議事項（２）  

「令和４年度新高校生等向けお試し乗車券付きリーフレット配布事業」に係る直行坂

東号の運賃変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経緯・目的 

  茨城県公共交通活性化会議※が例年実施している「新高校生等向けお試し乗車券付

きリーフレット配付事業」が、本年度も実施されます。（詳細は別添のとおり） 

当該事業は、茨城県内の高校新入生等を対象に、バスを 100円で利用できる乗車券

付きのリーフレットを配布するもので、新入生や保護者の公共交通に関する意識の醸

成及び利用促進を図ることを目的としています。（生徒１人につき、お試し乗車券２

枚付きのリーフレットを１部配布） 

当該乗車券を利用できるバスは、①民間バス事業者が運行する路線バス（別添記載）

及び、②事業に協賛するコミュニティバス（市町村運営バス等）となっておりますが、

当市としては、昨年同様に、守谷駅直行型路線バス「直行坂東号」を、②として対象

路線に追加したいと考えております。（コミュニティバス「坂東号」については、通

常運賃が一律 100円のため、当該事業の対象としては扱えません） 

「直行坂東号」の運賃については、坂東市地域公共交通会議での協議のうえ金額を

設定するものであり、当該事業による運賃の変更についても同会議での承認が必要と

なることから、上記内容についてご審議願います。 

なお、バスお試し乗車券利用時の減収分（通常運賃から１００円を差し引いた額）

については、市の負担となります。 

 

 

 

  ※ 茨城県公共交通活性化会議とは 

県・市町村・国・交通事業者・関係団体・有識者等で構成し、よりよい公共交通のあり方に

ついて協議を行い、県の公共交通の活性化を図ることを目的とした組織です。 

 

＜審議内容＞ 

「直行坂東号」を、別紙のとおり実施される「新高校生等向けお試し乗車券付きリ

ーフレット配付事業」の対象路線とし、実施期間中は、バスお試し乗車券の利用に

より１乗車１００円で利用できるものとする。 
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２ 当該事業の実施期間及び直行坂東号の運賃について 

 （１）実施期間 

    令和５年３月１１日（土）～ 令和５年４月２８日（金） ※４９日間 

（２）実施期間中の直行坂東号の運賃 

区 間 

   運 賃（利用者の負担） 

通 常 

（ＩＣ運賃） 

お試し乗車券 

利用時 

岩井ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ ⇔ 守谷駅西口 

７４０円 

（７３４円） 

１００円 

（現金のみ） 

本 町 ⇔ 守谷駅西口 

岩井局前 ⇔ 守谷駅西口 

原 口 ⇔ 守谷駅西口 

６３０円 

（６２９円） 

辺田香取神社前 ⇔ 守谷駅西口 

辺田三差路 ⇔ 守谷駅西口 

神田山 ⇔ 守谷駅西口 
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【参考】 ルート図  






